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代理人弁理士 特許業務法人酒井国際特許事務所

　特願２０１１－２７８７７８「産業用ロボット」拒絶査定不服審判事件
〔平成２５年７月４日出願公開、特開２０１３－１２９００３〕について、
次のとおり審決する。

結　論
　本件審判の請求は、成り立たない。

理　由
第１　手続の経緯

　本願は、平成２３年１２月２０日を出願日とする出願であって、その手続
の経緯は以下のとおりである。
　平成２７年１１月１７日付け　：拒絶理由の通知
　平成２８年１月２１日　　　　：意見書、手続補正書の提出
　平成２８年６月６日付け　　　：拒絶査定
　平成２８年９月９日　　　　　：審判請求書と同時に手続補正書の提出
　平成２９年１１月７日付け　　：拒絶理由の通知
　平成３０年１月１２日　　　　：意見書、手続補正書の提出

第２　本願発明

　本件の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成３０
年１月１２日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項
により特定される、以下のとおりのものである。

「操作部と、
　前記操作部に接続される操作側制御部と、
　前記操作側制御部に接続される電源部と、
　移動可能な車体の所定の位置に配置されるロボットアームと、
　前記ロボットアームの先端部に装着可能なエンドエフェクタと、
　前記エンドエフェクタ側に設けられて前記エンドエフェクタを制御可能な
ロボット側制御部と、
　前記電源部と前記ロボット側制御部とを直接接続する電源ケーブルと、
　前記操作側制御部と前記ロボット側制御部との間で制御信号の送受信を行
うネットワークを有する制御信号送受信ラインと、
　を備え、



　前記制御信号送受信ラインは、前記操作側制御部と前記ロボット側制御部
との間で制御信号の送受信を行う無線ネットワーク、または、前記操作側制
御部と前記ロボット側制御部との間で制御信号の送受信を行う電力線搬送通
信ネットワークを有し、
　前記電源部は、交流電流を電圧の異なる直流電流へと変換して供給する
ＡＣ／ＤＣ電源装置であり、前記ロボット側制御部は、前記電源部からの直
流電流を電圧の異なる直流電流へと変換して前記エンドエフェクタの機能・
機構部へ供給する別の電源部を有する、
　ことを特徴とする産業用ロボット。」

第３　引用文献・引用発明

１　引用文献１の記載事項及び引用発明

（１）摘記事項及び図示事項
　本願の出願日前に頒布され、当審の拒絶の理由で引用された、特開
２００８－２０７２９４号公報（平成２０年９月１１日公開。以下、「引用
文献１」という。）には、関連する図面とともに、以下の記載がある。

ア「【０００２】
　現在、工場の生産機械に取り付けられ、ロボットを用いた搬送工程や溶接
工程などではエアシリンダを使ったハンドや、モーターを制御して作業を行
う電動ハンドや、サーボガンを使用するものもある。」

イ「【００１７】
ロボット７の先端には、ロボット側交換装置１が固定され、ロボット側交換
装置１とツール側交換装置２は脱着可能に連結されており、複数あるツール
側交換装置２には目的にあわせた電動ハンドや溶接ガンなどの工具８が固定
されている。」

ウ「【００２０】
そのとき、電動ハンドやサーボガンなどの制御信号を送受信する必要のある
ツール８に関しては、電力線搬送通信ユニット１０及び変換ユニット１１を
ツール８とツール側交換装置２の間で固定し、ツール８の電気信号線を電力
線搬送通信ユニット１０に接続し、電力線搬送通信ユニット１０の電源線は
ツール側交換装置２の電力用連結部５に配線する。」

エ「【００２２】
ツール８の制御を行うコントローラ９は一般的にロボット７の作業範囲外に
固定又は移動可能に設置されており、本実施例ではコントローラ９から出さ
れる制御信号を電力線搬送通信ユニット１０に入れられるとともに、電力用
連結部５に配線された電力線１２に配線する。」

オ「【００２３】
それぞれの電力線搬送通信ユニット１０は同じ系統の電力線１２に接続さ
れ、電力線搬送通信ユニット１０を介してツール８とツールのコントローラ
９は制御信号の送受信を行う。」

カ「【００２５】
図５は、本実施例の配線イメージを簡略化して示した説明図であり、図６は
従来例を同じ条件で示した説明図であるが、自動工具交換装置に２本の電力
線と、６本の電気信号線を配線する場合を簡略化して示している。」

キ「【００２７】
しかし本実施例では、図５に示すように２本の電力用連結部５は設けるが、
電気信号線は電力線搬送通信ユニットを通じて電力線に電気信号を重畳して



コントローラ９とツール８の通信を行うので、自動工具交換装置の電気信号
用連結部６は必要ない。」

ク　図１の図示によると、ロボット７は、所定の位置に配置されるロボット
アームと、ロボットアームの先端部に存在するロボット側交換装置１とを有
する点が読み取れる。

ケ　図５の図示によると、電力線１２がツールすなわち工具８に接続してい
る点が読み取れる。

（２）引用文献１に記載された発明

ア　摘記事項イ及びエからみて、引用文献１には、ロボット７が、「コント
ローラ９」を有することが記載されている。

イ　摘記事項ア及びイ並びに図示事項クからみて、引用文献１には、ロボッ
ト７が、「工場の生産機械に取り付けられるロボットアーム及び前記ロボッ
トアームの先端部に固定されるロボット側交換装置１」を有することが記載
されている。

ウ　摘記事項イ及びウ並びに図示事項クからみて、引用文献１には、ロボッ
ト７が、「前記ロボットアームの先端部に固定されるロボット側交換装置１
に脱着可能に連結されるツール側交換装置２及び前記ツール側交換装置２に
固定される電動ハンドなどの工具８」を有することが記載されている。

エ　摘記事項イ及び図示事項ケからみて、電力線１２は電動ハンドなどの工
具８のために電力を供給するものであるのは明らかであるところ、係る供給
が可能なのは、電力線１２が工具８に対して、直接的に接続されているから
に他ならない。
　これを踏まえると、摘記事項ウ及びオないしキ並びに図示事項ケからみ
て、引用文献１には、ロボット７が、「前記コントローラ９に接続され、工
具８と直接接続し、前記コントローラ９と前記工具８との間で前記工具８側
の電力線搬送通信ユニット１０と変換ユニット１１とを介して制御信号の送
受信を行う電力線１２」を有することが記載されていると言える。
　　　　　　　　



オ　上記ア～エを総合すると、引用文献１には、次の発明（以下、「引用発
明」という。）が記載されていると認められる。

「コントローラ９と、
　工場の生産機械に取り付けられるロボットアーム及び前記ロボットアーム
の先端部に固定されるロボット側交換装置１と、
　前記ロボットアームの先端部に固定されるロボット側交換装置１に脱着可
能に連結されるツール側交換装置２及び前記ツール側交換装置２に固定され
る電動ハンドなどの工具８と、
　前記コントローラ９に接続され、前記工具８と直接接続し、前記コント
ローラ９と前記工具８との間で前記工具８側の電力線搬送通信ユニット１０
と変換ユニット１１とを介して制御信号の送受信を行う電力線１２と、
を備える、ロボット７。」

２　引用文献２の記載事項

（１）摘記事項
　本願の出願日前に頒布され、当審の拒絶の理由で引用された、特開
２０１０－１２４６４５号公報（以下、「引用文献２」という。）には、関
連する図面とともに、次の記載がある。

ア「【００１０】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。
　図２は、一般的な産業用ロボットのシステム構成を示している。この図２
に示すロボットシステム１（ロボットに相当）は、ロボット本体２と、この
ロボット本体２を制御するコントローラ３と、このコントローラ３に接続さ
れたティーチングペンダント４とから構成されている。」

イ「【００１２】
　図１は、ロボットシステム１における本発明に関連した部分の電気構成を
示すブロック図である。この図１において、ロボット本体２には、モータ
１１およびエンコーダ１２が設けられている。モータ１１はＡＣサーボモー
タである。コントローラ３には、交流電源２１より供給される交流を整流お
よび平滑して出力する直流電源装置２２、直流電源装置２２から出力される
直流電圧Ｖｄを検出する電圧検出回路２３、モータ１１を駆動するインバー
タ装置２４、直流電圧Ｖｄの監視動作を行う第１の制御回路２５およびこれ
ら各装置および各回路の制御などを行う第２の制御回路２６が設けられてい
る。」

ウ「【００１３】
直流電源装置２２は、整流回路２７と平滑用のコンデンサ２８とから構成さ
れている。整流回路２７は、ダイオードをブリッジの形態に接続してなる周
知構成のものである。例えば単相１００Ｖの交流電源２１の各相出力は、整
流回路２７の交流入力端子に接続されている。整流回路２７の直流出力端子
は、それぞれ直流電源線２９、３０に接続されている。これら直流電源線
２９、３０間にはコンデンサ２８が接続されている。」

エ「【００１５】
インバータ装置２４は、直流電源線２９、３０間に６つのスイッチング素子
例えばＩＧＢＴ（図１には２つのみ示す）を三相フルブリッジ接続して構成
されたインバータ主回路と、その駆動回路とを備えている。ＩＧＢＴのコレ
クタ－エミッタ間には還流ダイオードが接続されている。また、ＩＧＢＴの
ゲートには、駆動回路からゲート信号が与えられている。駆動回路は、第２
の制御回路２６から与えられる指令信号Ｓａに基づいてパルス幅変調された
ゲート信号を出力して各ＩＧＢＴを駆動する。」



オ「【００１６】
　第１の制御回路２５および第２の制御回路２６は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、
ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ、Ａ／Ｄ変換器などを備えたマイクロコンピュータを主体と
して構成されている。第１の制御回路２５および第２の制御回路２６は、直
流電源線３３、３０から電源電圧（例えば＋５Ｖ）の供給を受けて動作す
る。従って、第１の制御回路２５および第２の制御回路２６の基準電位（グ
ランド）は、直流電源線３０の電位と共通になっている。なお、この電源電
圧（＋５Ｖ）は、直流電源線２９、３０の直流電圧Ｖｄを図示しない電源回
路により降圧して生成されている。」

カ「【００１８】
　エンコーダ１２は、モータ１１の回転位置に応じたパルス信号
Ｓｃ（フィードバック値）を出力する。第２の制御回路２６には、パルス信
号Ｓｃと、外部から与えられるモータ１１の回転位置指令値θｒが入力され
ている。第２の制御回路２６は、パルス信号Ｓｃに基づいてモータ１１の現
在の回転位置θを検出する構成を備えている。第２の制御回路２６は、モー
タ１１の回転位置指令値θｒに対する現在の回転位置θの偏差Δθを演算
し、この偏差Δθをゼロに近づけるように指令信号Ｓａを出力してインバー
タ装置２４によるモータ１１の駆動をフィードバック制御する。」

（２）引用文献２記載の技術的事項

　上記摘記事項から、引用文献２には、次の技術的事項が記載されている。

「モータ１１と、エンコーダ１２と、交流電源２１から供給される交流を整
流および平滑して出力する直流電源装置２２と、前記直流が印加され、モー
タ１１の回転数を制御するインバータ装置２４と、前記直流の電圧Ｖｄの監
視動作を行う第１の制御回路２５と、エンコーダ１２からのパルス信号が入
力され、前記第１の制御回路２５等の制御等を行う第２の制御回路２６と、
前記直流電源装置２２からの直流電圧Ｖｄを降圧して、前記第１の制御回路
２５及び第２の制御回路２６へ供給する電源回路と、を有する産業用ロボッ
ト。」

第４　引用発明との対比・判断

１　本願発明と引用発明とを対比する。

（１）引用発明の「電力線１２」は、本願発明の「電源ケーブル」に相当す
る。

（２）引用発明の「コントローラ９」は、「工具８」を制御するものであ
り、制御のための入力を行う操作部を備えていることは技術的に明らかであ
るから、引用発明において、ロボット７が「コントローラ９」を有すること
は、本願発明において、産業用ロボットが「操作部と、前記操作部に接続さ
れる操作側制御部」とを有することに相当する。

（３）引用発明の「ロボットアーム及び前記ロボットアームの先端部に固定
されるロボット側交換装置１」は互いに固定されているものであり、全体と
して「ロボットアーム」と表現することができるから、引用発明の「工場の
生産機械に取り付けられるロボットアーム及び前記ロボットアームの先端部
に固定されるロボット側交換装置１」と、本願発明の「移動可能な車体の所
定の位置に配置されるロボットアーム」とは、「所定の位置に配置されるロ
ボットアーム」である点で一致する。

（４）引用発明の「ツール側交換装置２及び前記ツール側交換装置２に固定
される電動ハンドなどの工具８」は、互いに固定されているものであり、全



体として「工具」と表現することができ、さらに、係る「工具」は「前記ロ
ボットアームの先端部に固定されるロボット側交換装置１に脱着可能に連結
される」ものであるから、引用発明の「ツール側交換装置２及び前記ツール
側交換装置２に固定される電動ハンドなどの工具８」は、本願発明の「エン
ドエフェクタ」に相当する。
　よって、引用発明の「前記ロボットアームの先端部に固定されるロボット
側交換装置１に脱着可能に連結されるツール側交換装置２及び前記ツール側
交換装置２に固定される電動ハンドなどの工具８」は、本願発明の「前記ロ
ボットアームの先端部に装着可能なエンドエフェクタ」に相当する。

（５）引用発明の「電力線１２」が電源部に接続されていることは技術的に
明らかであるから、引用発明の「電力線１２」が「前記コントローラ９に接
続され」ていることは、「ロボット」が「前記コントローラ９に接続される
電源部」を備えることを意味しているのも明らかである。
　よって、引用発明の「ロボット」が、「前記コントローラ９に接続され」
「る電力線１２」を備えることは、本願発明の「ロボット」が、「前記操作
側制御部に接続される電源部」を備えることに相当する。

（６）上記したように、引用発明の「電力線１２」が電源部に接続されてい
ることは技術的に明らかであるし、「電力線１２」が、制御信号の送受信を
行うラインそのものであり、また、制御信号の送受信を行うネットワークと
して機能するのは技術的に明らかであるから、引用発明の「前記コントロー
ラ９に接続され、前記工具８と直接接続し、前記コントローラ９と前記工具
８との間で、前記工具８側の電力線搬送通信ユニット１０と変換ユニット
１１を介して制御信号の送受信を行う電力線１２と、を備える」ことと、本
願発明の「前記電源部と前記ロボット側制御部とを直接接続する電源ケーブ
ルと、前記操作側制御部と前記ロボット側制御部との間で制御信号の送受信
を行うネットワークを有する制御信号送受信ラインと、を備え、前記制御信
号送受信ラインは、前記操作側制御部と前記ロボット側制御部との間で制御
信号の送受信を行う無線ネットワーク、または、前記操作側制御部と前記ロ
ボット側制御部との間で制御信号の送受信を行う電力線搬送通信ネットワー
クを有」することとは、「前記電源部」に「直接接続する電源ケーブルと、
前記操作側制御部」からの制御信号及び前記操作側制御部への「制御信号の
送受信を行うネットワークを有する制御信号送受信ラインと、を備え、前記
制御信号送受信ラインは、前記操作側制御部」からの制御信号及び前記操作
側制御部への「制御信号の送受信を行う電力線搬送通信ネットワークを有」
する点で一致する。

（７）引用発明の「ロボット」は「工具８」を備えたものであるから、本願
発明の「産業用ロボット」に相当する。

（８）以上のことから、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次の
とおりである。

＜一致点＞
「操作部と、
　前記操作部に接続される操作側制御部と、
　前記操作側制御部に接続される電源部と、
　所定の位置に配置されるロボットアームと、
　前記ロボットアームの先端部に装着可能なエンドエフェクタと、
　前記電源部に直接接続する電源ケーブルと、
　前記操作側制御部からの制御信号及び前記操作側制御部への制御信号の送
受信を行うネットワークを有する制御信号送受信ラインと、
　を備え、
　前記制御信号送受信ラインは、前記操作側制御部からの制御信号及び前記
操作側制御部への制御信号の送受信を行う電力線搬送通信ネットワークを有



する、産業用ロボット。」

＜相違点１＞
　ロボットアームが、本願発明では、「移動可能な車体の所定の位置に配置
され」ているのに対し、引用発明では、「工場の生産機械に取り付けられ
る」点。

＜相違点２＞
　本願発明では、電源ケーブルが、「交流電圧を電圧の異なる直流電圧へと
変換して供給するＡＣ／ＤＣ電源装置」である電源部に接続されているのに
対し、引用発明では、電力線１２が、どのような電源部に接続されているの
か明示されていないため、電力線１２にどのように電力が供給されているの
かも明らかでない点。

＜相違点３＞
　本件発明では、「エンドエフェクタ側に設けられてエンドエフェクタを制
御可能なロボット側制御部」を有し、「ロボット側制御部」が「電源ケーブ
ル」に接続され、「制御信号送受信ライン」が「操作側制御部とロボット側
制御部との間で制御信号の送受信を行う」のに対し、引用発明では、「電動
ハンドなどの工具８」側に設けられて当該「工具８」を制御可能なロボット
側制御部を有しているか不明な点。

＜相違点４＞
　本願発明では、「ロボット側制御部は、電源部からの直流電流を電圧の異
なる直流電流へと変換して前記エンドエフェクタの機能・機構部へ供給する
別の電源部を有する」のに対し、引用発明では、「電力線搬送通信ユニッ
ト」、「変換ユニット」及び「電動ハンドなどの工具８」が別の電源部を有
しているのかどうか不明な点。

２　判断

　以下、各相違点について検討する。

（１）相違点１について

　引用発明における、先端部に「工具８」を脱着可能に連結する「ロボット
アーム」は、「工場の生産機械に取り付けられる」ものであるところ、特開
昭６０－３４２８２号公報（第１ページ右欄第８ないし１０行、第２ページ
下左欄第４ないし７行、第６ページ上左欄下から第３行ないし上右欄第１行
を参照。）、特開２００１－６２７６２号公報（段落【０００９】、
【００２１】を参照。）、及び、特開２０００－３２６８８０号公報（段落
【００１３】を参照。）の記載からみて、工場等において用いられる産業用
ロボットを、先端部に工具を交換可能に装着したロボットアームが移動可能
な車体に搭載された態様とする技術は従来周知であるから、工場内での必要
性に応じて、引用発明に上記した従来周知の技術を適用し、ロボットアーム
を移動可能な車体に搭載された態様とすることは、当業者にとって容易に想
到し得る事項である。
　よって、相違点１に係る本願発明の構成は、引用発明と従来周知の技術的
事項とから、当業者が容易に想到することができたものである。

（２）相違点２について

　引用文献２に示されているように、モータを駆動する電源を直流電圧とす
ることは一般的であり、引用発明を実施しようとすれば、電力線１２に直流
電圧を供給するようになすことは当業者であれば、十分に想到し得る事項に
過ぎない。



　そして、工場には交流電圧が供給され、それを直流電圧に変換して用いる
ことも一般的であり、移動可能な車体が、交流電源を有しているのであれ
ば、それを直流電圧に変換する電源部を用いることも当然に行われることに
過ぎない。
　よって、相違点２に係る本願発明の構成は、引用発明から、当業者が容易
に想到することができたものである。

（３）相違点３について
　
　引用文献１の段落【００２５】には、引用発明における電力線１２とロ
ボットアームの先端側に固定される工具８との接続の具体的な態様として、
電動ハンドなどの工具８に２本の電力線と６本の電気信号線が接続されてい
る態様が記載されているところ、電動ハンドの駆動源としてモータを用いる
ことや、電動ハンドには高精度の位置決めが求められることから、いわゆる
モータドライバ等の制御装置を設けることは、当業者にとって自明である。
　そして、モータドライバの設置箇所としては、引用文献２のように、モー
タから離して設ける手段（ロボット側の制御装置の近傍に設ける手段）の他
に、モータの近傍に設ける手段（ロボットのアームやエンドエフェクタに設
ける手段）が従来周知（特開２０１０－３６２８６号公報の段落
【０１２１】、特開２００９－２５８７９号公報の段落【０００９】及び
【００１１】、並びに、特開平８－１９９８５号公報の段落【００９８】を
参照。）である。
　モータドライバは、３相の電流を制御してモータに供給する装置であり、
モータドライバとモータとの間には３本の電線が必要であることは当業者に
とって自明であるところ、引用文献１には、工具８に接続される電線が２本
であることが明確に記載されている以上、モータドライバは、工具８のモー
タ近傍に設けられていると理解するほかない。
　そうすると、引用発明に接した当業者が、電動ハンドなどの工具８を駆動
するためのモータを制御するにあたり、いわゆるモータドライバ等のロボッ
ト側制御部を工具８側に設けることは、当業者が容易に想到できた事項にす
ぎず、そのようにロボット側制御部をエンドエフェクタに設ければ、引用発
明の電力線１２は、操作側制御部とロボット側制御部との間で制御信号の送
受信を行うことになる。

（４）相違点４について

　上記した引用文献２に記載の技術的事項にあるように、モータを駆動する
直流電圧に対し、制御回路を駆動する直流電圧をより低い直流電圧とするこ
とは通常行われていることである。
　したがって、引用発明において、電力線１２の電圧を、モータ等を駆動す
るのに十分な電圧としつつ、電力線搬送通信ユニット等を例えば５Ｖ程度の
通常の制御回路を駆動する電圧で駆動するようになすことは、当業者であれ
ば十分に想到し得る事項に過ぎない。
　よって、引用発明の産業用ロボットに、電源部からの直流電流を電圧の異
なる直流電流へと変換して前記エンドエフェクタの機能・機構部へ供給する
別の電源部を設けることに困難性があったものとは認められない。
　このため、相違点４に係る本願発明の構成は、引用発明と引用文献２に記
載の技術的事項とから、当業者が容易に想到することができたものである。

３　審判請求人の主張について

（１）審判請求人は意見書の第２ページ第２１行ないし第２５行で「本願発
明（請求項１）の産業用ロボットは、ロボットアームが移動可能な車体の所
定の位置に配置されるものであり、建物の内部や地下に移動して防災支援活
動などを行うものである。一方、引用文献１は、工場の生産機械に取り付け
られ、搬送工程や溶接工程などを行うロボットに関するものであり、その技
術分野が全く相違している。」と主張している。



　しかしながら、そもそも本願発明ではロボットの用途は防災支援活動に特
定されておらず、産業用とされているに留まるところ、引用文献１に記載の
ロボットは工場の生産に携わるものであり、これは本願発明の下位概念に相
当するから、これらの技術分野が全く相違するとは言えない。
　そして、本願発明のロボットアームが移動可能な車体の所定の位置に配置
されるという構成は、上記した２（１）で述べたように、引用発明と従来周
知の技術的事項とから、当業者が容易に想到することができたものである。
　よって、上記主張は採用できない。

（２）審判請求人は意見書の第２ページ下から第１行ないし第３行で「即
ち、引用文献２は、電源部が１か所であり、本願発明のように、操作側制御
部とロボット側制御部の両方に設けられているとは言えない。このように本
願発明と引用文献２とは、この構成が相違している。」と主張している。
　しかしながら、係る相違する点に係る本願発明の構成は、上記した
２（４）で述べたように、引用発明と引用文献２に記載の技術的事項とか
ら、当業者が容易に想到することができたものである。
　よって、上記主張は採用できない。

４　結言

　したがって、本願発明は、引用発明、引用文献２に記載の技術的事項、及
び、従来周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたもの
であるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができ
ない。

第５　むすび

　以上のとおり、本願発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受
けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもな
く、本願は拒絶されるべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。

平成３０年　４月１８日

　　審判長　　特許庁審判官 刈間 宏信
特許庁審判官 柏原 郁昭
特許庁審判官 平岩 正一

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を
被告として、提起することができます。
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